
区役所の駐車場はスペースに限りがあります。
ご来庁の際には、市バスなどをご利用ください。2 7市政・区政に対するご意見・ご要望は、区役所総務課(広聴)へ

☎4809-9683　56327-1970　http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア  区長への提案・意見箱」を設置しています。

　～9月は高齢者福祉月間です～ 
　地域包括支援センターって、どんなところ？

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の方が住み慣れたまちで
安心して生活が続けられるよう、さまざまな関係機関と協力しながら、高齢
者の方を支援する機関です。
●こんな時は、地域包括支援センターに相談を
◦介護保険のサービスを利用したい
◦おばあちゃんの介護に疲れてしまい、どうしたらいいかわからない
◦最近、おじいちゃんの物忘れがひどい、認知症かも
◦近所に住む高齢者が、家族から虐待をうけているようすがある
◦引っ越ししてきたばかりなので、地域の高齢者の集まりを教えてほしい
●区内の地域包括支援センター

名称（所在地） 担当地域 電話番号
東淀川区地域包括支援センター

（菅原4-4-37）
大桐・大道南・豊里・豊里南・ 
豊新・新庄・下新庄・菅原地域 6370-7190

東淀川区北部地域包括支援センター
（井高野2-1-59）

東井高野・井高野・
大隅西・大隅東・小松地域 6349-5001

東淀川区南西部地域包括支援センター
（東中島3-14-24）

東淡路・淡路・西淡路・
啓発地域 6326-4440

問合せ 区役所保健福祉課（高齢者福祉）　☎4809-9857

　人権擁護委員による
　特設人権相談を開設します
日時  毎週第1火曜日　13時～15時30分
場所  高齢者福祉施設「水仙の家」（小松1-12-10）
対象  高齢者・障害者またはその関係者の方
費用  無料
問合せ  大阪第一人権擁護委員協議会

 ☎6942-1196

　10月から経営相談を行います
市内に事業所などをお持ちの事業者の方、市内で起業を考えておられる

方などを対象に、専門家（中小企業診断士など）が、経理・資金繰り・販売促進
および経営に関するさまざまな相談にお答えします。
日時  10月以降の第2木曜日　13時～16時　場所  区役所1階
定員  毎回6名（先着順）　費用  無料
申込み 電話・ファックス・直接来所で、相談日の前日までに申し込み。
問合せ 区役所総務課（広聴）　☎4809-9683 6327-1970

　赤バスの運行経路が変わります
10月1日から、バスサービス維持の目標値達成に 

向けた利用促進の取り組みとして、｢東淀川東ループ｣ 
の運行経路を「地下鉄井高野～区役所」・「東淀川南
ループ」へ二分割します。また、始発・終発時刻およ
び運行回数も変更します。

詳しくは、交通局ホームページ（http://www.
kotsu.city.osaka.jp/）をご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ 市営交通案内センター　☎6582-1400 6585-6466

　平成24年度　保育所・保育園の入所受付
平成24年4月から、保育所・保育園への入所を希望

する方に、入所申込書の交付と受け付けを行います。
期間  10月24日（月）～11月4日（金）
場所  第1希望の保育所・保育園

詳しくは、10月号および区ホームページに掲載
します。
問合せ 区役所保健福祉課（児童母子）　☎4809-9851

　平成23年度 赤い羽根共同募金運動が実施されます 
　10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金は、一人暮らしの高齢者への食事
サービスや障害者支援事業、地域の福祉活動などに役立
てさせていただきます。今年も皆さんのご協力をお願い
します。＜東淀川地区募金会＞
問合せ 区役所市民協働課（市民協働）　☎4809-9734

　個人市・府民税に関する調査を実施します
次の場合などには、市税事務所から電話や文書でお尋ねしたり、市税事

務所の職員が「徴税吏員証」を携帯して自宅にお伺いすることがあります。 
ご理解・ご協力をお願いします。
◦申告内容（所得・控除内容など）について確認が必要な場合
◦住所（居所）について確認が必要な場合
◦勤務先から給与支払報告書の提出がないなど、所得申告されていない場合
◦個人事務所・事業所などの開業（廃業）などについて確認が必要な場合 など
問合せ 梅田市税事務所（市民税等）　☎4797-2953相談日 問合せ

行政相談
10月 3（月）

14時～16時
（受付は15時まで）

区役所総務課（広聴）
☎4809-9683

経営相談★
定員6名

10月 13（木）
13時～16時

★区役所総務課（広聴）
☎4809-9683　 6327-1970

法律相談★
定員27名

10/13は18名

9月  15（木）・22（木）
10月 6（木）・13（木）・
 20（木）・27（木）

13時～16時

区役所総務課（広聴）
☎4809-9683
★予約専用電話
☎4809-9843

（相談日当日の9時から受付）

人権
出張相談★ 随時

★人権啓発・相談センター
☎6532-7830　 6531-0666
電話・ファックスでの相談も可

防犯相談★ 随時 ★区役所市民協働課（市民協働）
☎4809-9914

就業相談
（母子家庭等向け）

9月  16・20・27・30
10月 4・7・11・14・18・
 21・25・28

（毎週火曜日・金曜日）
9時15分～17時30分

区役所保健福祉課（児童母子）
☎4809-9850

就労相談★※

9月  21・28
10月 5・12・19・26

（毎週水曜日）
9時15分～12時15分

★※ 11時45分～12時15分は要予約
大阪市地域就労支援センター

0120-939-783
携帯電話からは☎06-6567-6889

行政書士
による相談★

9月  25（日）
10月 23（日）

9時～13時

★行政書士事務所
☎6300-5573

（月曜日～金曜日、10時～16時）

司法書士
による相談★

9月  25（日）
10月 23（日）

9時～13時

★司法書士事務所
☎6358-4533

（月曜日～金曜日、9時～18時）

花と緑の相談 10月 4（火）
14時～16時

十三公園事務所
☎6309-0008

各種相談日 9月15日～
	 10月31日

区役所・保健福祉センター
で実施 （★は予約制）

●市民共済（火災共済・交通災害共済）の出張受付
10時30分～12時30分 14時～16時

10月20日（木）
大隅西社会福祉会館

（瑞光3-3-30）
大桐ウェルファーセンター

（大桐3-5-45）
西淡路会館

（淡路3-13-10）
淡路福祉会館

（淡路4-23-6）

10月21日（金）
豊里小学校

（豊里5-14-60）
豊里南福祉会館

（豊里5-4-7）
下新庄福祉会館

（下新庄5-7-25）
新庄社福会館

（上新庄2-7-9）

10月24日（月）
井高野福祉会館

（北江口2-4-8）
東井高野連合会館

（井高野3-4-1）
豊新老人憩いの家

（豊新4-18-9）
大道南会館

（大道南1-10-14）
10月25日（火）啓発センター

（東中島5-1-6）
柴島センター

（柴島2-11-9）

10月26日（水）
小松福祉会館

（小松4-15-7）
大隅東老人憩いの家

（瑞光4-5-5）
東淡路会館

（東淡路2-4-23）
菅原小学校

（菅原6-3-25）

●市民共済（火災共済）掛金の割戻し
平成23年3月31日現在、火災共済事業を利用しており、平成23年6月

16日現在組合員である方に対し、平成23年3月31日現在有効契約にか
かる掛金額の27％に相当する額を、平成23年10月満期分以降の契約更
新時に掛金に充当し割戻しします。なお、契約を更新しない方は、申し
出により返金します。
問合せ 区役所市民協働課（市民協働）　☎4809-9822

市民共済

 

期限内納付にご協力をお願いします納期限のお知らせ
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
介護保険料の納期限は9月30日金です

期限内納付にご協力をお願いします

お出かけには、
赤バスを

ご利用ください




